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新潟県社会福祉法人経営者協議会 





 
令和６年度 

新潟県社会福祉法人経営者協議会 
事業実施報告書 

 

１．緊急事項等 

 (１) 賃金改善と物価高騰への対応について 

① 安心・安全かつ質の高い福祉サービスを継続するため、令和 6 年 11 月 19 日（火）に

新潟県福祉保健部の中村洋心部長に対して「地域の福祉を守り抜くための福祉従事者の

賃上げならびに物価高騰対策支援」にかかる緊急要望を行った。 

② 令和 6 年 10 月 28 日前後に新潟県選出の国会議員に対して「福祉従事者の賃上げ並び

に物価高騰対策支援」にかかる緊急要望を行った。 

 (２) 令和６年能登半島地震への対応 

  ① 被災者法人に対し、応援職員の派遣等の人的支援や物資提供等の物的支援など行うた

めの財源「特別年会費」の納入を依頼。集まった拠出金は全国経営協へ送金した。 

   ・拠出法人  2法人(12口) 
   ・拠出金額  120,000円 
  ② 全国経営協及び北関東・信越ブロック協議会からの要請に基づき、能登半島地震の被

災地避難所(1.5 次避難所)支援として、応援職員の派遣を依頼し、申し出のあった３法

人３名を現地派遣した。(魚沼更生福祉会、阿賀北福祉会、長岡福祉協会) 

   【第３クール】令和６年 5 月 11 日(土)～16 日(木) １名 

   【第５クール】令和 6 年 5 月 19 日(日)～24 日(金) １名 

   【第６クール】令和 6 年 5 月 23 日(木)～28 日(火) １名 

 

２．会議等の開催 

 (１) 総 会 

期日・会場 出席会員 議事及び結果 

【通常総会】 
令和6年6月3日 
新潟市 

新潟ユニゾンプラザ 

94法人 

委任状提出含 

1. 令和５年度事業実施報告及び決算並びに監査報告 

2. 令和６年度事業実施計画及び予算(案) 

3. にいがたセーフティネット事業及び時期事務局候補 

4．役員選任 
(結果) 全議案承認 

【臨時総会】 
令和7年2月25日 

新潟市 
新潟ユニゾンプラザ 

96法人 

委任状提出含 

1. 新潟県社会福祉法人経営者協議会 役員選任規程一部改正
の件 

(結果) 全議案承認 

(２)  監事会 

期日・会場 出席監事 監 査 事 項 

令和6年4月18日 
新潟市 

新潟ユニゾンプラザ 

2名 
全員出席 

1. 令和５年度事業の実施状況 

2. 令和５年度一般会計、青年会会計の決算及び財産の状況 
 (結果) 適正と認められた。 

 (３) 理事会 

期日・会場 出席理事 議事及び結果 

【第1回(臨時)】 
令和6年4月15日 
新潟ユニゾンプラザ 

10名 
(4名委任状) 

1. 議案 
（1）能登半島地震における1.5次避難所への介護職員のブ

ロック派遣 の件 

 (結果) 1＝承認、2＝了承 
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【第2回】 
令和6年4月26日 
新潟ユニゾンプラザ 

10名 
(3名委任状) 

1. 総会提出議案 
（1）令和５年度事業実施報告及び決算並びに監査報告 
（2）令和６年度事業実施計画及び予算(案) 
（3）にいがたセーフティネット事業及び時期事務局候補 
2. 報告事項 
（1）新潟県社会福祉法人経営青年会の令和5年度事業報告

及び決算、令和6年度事業計画(案)及び予算(案) 
（2）会員法人数・入退会状況 
（3）行事予定 
 (結果) 1＝承認、2＝了承 

【第3回】 
令和6年12月13日 

新潟市 
新潟ユニゾンプラザ 

10名 
(3名委任状) 

1. 協議事項 

(1) 新潟県社会福祉法人経営協議会 役員改選 

(2) にいがたセーフティネット事業 次期事務局選定 

(3) 新潟県社会福祉法人経営者協議会 委員会の設置 

2. 報告事項 

(1) 関東甲信越静ブロック社会福祉法人経営青年会総会・
研修会 

 (2) 令和7年度 新潟県社会福祉法人経営者協議会 ｢経営協
研修会｣研修企画検討案 

(結果) 1＝承認、2＝了承 

【第4回】 
令和7年3月12日 

新潟市 
新潟ユニゾンプラザ 

10名 
(3名委任状) 

1. 議案 
 (1) 令和6年度 事業報告及び決算見込 
 (2) 令和7年度 事業計画及び予算(案) 
 (3) にいがたセーフティネット事業 事業報告及び決算見込 
(4) 災害福祉支援委員設置(案) 

2. 報告事項 
(1) 令和6年度 全国社会福祉法人経営者協議会 協議員総
会報告の件 

 (結果) 1＝承認、2＝了承 
 
３．組織の強化 

 (１) 未加入法人の加入促進と経営青年会への参加呼びかけ 

   ◆会員法人   124法人⇒121法人 (3減) 
   ◆経営青年会員  38名 ⇒ 40名  (2増) 

 (２) 会員拡大に向けた取組 

   機会あるごとに全国社会福祉法人経営者協議会の入会案内リーフレットを配布。 
 

 (３) 広報活動 

   ・会員法人のメーリングリストを作成し、全国経営協の情報や研修情報等をメールにて

配信。 
   ・新潟県社会福祉法人経営者協議会WEBサイトにて研修案内等の情報提供を実施。 

 (４) 県経営青年会の強化 

   本会主催の県経営協研修会の企画・運営を青年会が担当し、青年会組織の活性化、青年

会員の交流の促進、組織活動ノウハウの蓄積等に努めた。 
   また、関東甲信越静ブロック総会･研修会※１の(山梨県開催)へ参加し、県経営青年会組織

の活性化と他県会員との交流拡大に努めた。 
    ※1 関東甲信越静内の 11 都県で毎年持ち回りの事業 
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４．研修事業の実施 

 (１) 経営者研修会の開催 
   日  程：令和 6年 6月 3日(月) 
   会  場：新潟ユニゾンプラザ 

講  演：｢報酬改定とこれからの経営環境｣｣ 
講  師：ポスト・ヒューマン・ジャパン 谷本 正徳 氏 
参加法人：計 53名 (非会員 3法人 3名) 

 （２）経営協研修会の開催 
  ① 第 1回 ｢社会福祉法人会計実務研修｣～次世代を担う経営者の育成～ 
   視聴期間：令和 6年 12月 2日(月)～令和 7年 1月 8日(水)の間 

開催方法：オンデマンド型オンライン研修 (オンデマンド配信) 
    講義･演習：｢財務会計の基本と押さえるべきポイントについて｣ 
         「経営分析」「具体的な経営分析の進め方」 

講  師：税理士法人さくら総合会計 新潟事務所公益・社会福祉法人部 
参加法人：計 55名 (うち非会員 16法人 16名) 

  ② 第 2回 ｢管理職のためのメンタルヘルス・マネジメント｣ 
   日  程：令和 7年 1月 9日(木) 

会  場：長岡市社会福祉センタートモシア 3階｢多目的ホール｣ 
講  義：｢メンタル不調を理由とする解雇、休職制度の設計・運用｣ 
講  師：新潟労働委員会 使用者委員 徳武 裕一 氏 
講義 ･演習：｢管理職として取り組むべきラインケアの基礎知識と対策｣ 
講  師：新潟労働衛生コンサルタント事務所 代表 鈴木 美和 氏 
参加法人：計 26名 (うち非会員 1法人 1名) 

 （３）都道府県経営協セミナーの開催 
  ① 前期 
   日  程：令和 6年 8月 5日(月) 
   会  場：新潟ユニゾンプラザ ｢中研修室｣ 

講  義：「はて？ 令和のいま考える社会福祉法人の公益性」 
      社会福祉法人萌 理事長 吉川 郁子 氏 
説  明：「新全国青年会がいま目指していること」 
      全国社会福祉法人経営青年会 会長 村木 宏成 氏 
      新潟県社会福祉法人経営青年会 会長 倉重 圭介 
説  明：「これでスッキリ！テクノロジー等の活用と社会福祉法人経営」 
      社会福祉法人宝山寺福祉事業団極楽坊あすかこども園 
       園長 辻村 泰聡 氏 
参加者数：31名（うち非会員 1法人 1名） 

   ② 後期 
   日  程：令和 7年 2月 25日(火) 
   会  場：新潟ユニゾンプラザ ｢中研修室｣ 

講  義：「協働化も大規模化も社会福祉法人が決める！ 
～昨今の社会保障・社会福祉をめぐる動向と全国経営協の取組を踏まえて～」 

     社会福祉法人松美会 事務長 辻中 浩司 氏 
説  明：「全国青年会入会促進 PR」 
     社会福祉法人 氏 (全国経営青年会会長) 
     新潟県社会福祉法人経営青年会 会長 倉重 圭介 
講  義：「災害に負けない！全国経営協の災害支援の考え方と取組」 
     全国社会福祉法人植竹会 理事長 島田 幸治 氏 
参加者数：30名（うち非会員 2法人 2名） 

 
５．にいがたセーフティ－ネット事業の推進 

にいがたセーフティーネット事業は、複数法人間連携による公益的取組として、平成 29年
6月から長岡福祉協会に事務局を置き事業を開始、令和元年 7月から、吉田福祉会に事務局
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を移し、事業を実施している。 
事業は、会員からの拠出金を原資に本会の特別会計で執行。 
事務局：長岡福祉協会(長岡市) (H29.6～R元.6) 
    吉田福祉会(燕市)   (R元.7～) 
※事務局を公募するも募集なく、吉田福祉会が事務局を継続中。 

 
６．関係機関との連携・協力 

 (１) 新潟県災害福祉広域支援ネットワーク協議会への参画 

本会は、新潟県災害福祉広域支援ネットワーク協議会（平成 26年 3月発足、以下｢ネッ
ト協｣という。）の構成団体としてネット協の活動に参画し、会長が代議員、青年会長が事

業活動の企画･運営を行う幹事会の代表幹事を務めている。 
ネット協の災害派遣福祉チーム（チーム員 142 名）には、本会から 15 名のチーム員を

登録するなど積極的に協力している。 
研修会（2月 13日、14日） 2名参加 

 (２) 全国社会福祉法人経営者協議会関係会議等への出席 

 (ア) 全国社会福祉法人経営者協議会協議員総会 (会長等出席) 

  ① 第 1回 令和 6年 5月 29日  (東京都) 
  ② 第 2回  令和 6年 8月 28日  (横浜市) 
  ③ 第 3回  令和 7年 3月 7日  (東京都) 

 (イ) 全国社会福祉法人経営者協議会ブロック会議への参加 

   令和 6年 5月 13日(月) 霞山会館 会長出席。 

 (ウ) 第 43 回 全国社会福祉法人経営者大会への参加 

日時：令和 6年 8月 29日(木)～30(金) 横浜市 会長、副会長出席。 

    会場：パシフィコ横浜 

    1日目(8月 29日(木)) 

    ①基調報告「社会福祉法人をめぐる動向と全国経営協の取り組み」 

     報告：全国社会福祉法人経営者協議会 会長 磯彰格 氏 

    ②特別講演「災害と福祉・コミュニティ」 

     講師：大阪公立大学大学院 准教授 菅野 拓 氏 

    ③分科会 

     第 1分科会「サービスの質向上と人材確保～人材採用・定着・育成」 

     第 2分科会「福祉を守り抜く経営実践【事例報告】～多角化・多機能化、経営強化」 

     第 3分科会「つながりを活かした課題解決～社会福祉連携推進法人と協働による公的取組」 

     第 4分科会「未来に向けた事業展開を考える～大規模化・合併・事業譲渡等を問う」 

     第 5分科会「次世代の社会福祉の在り方を考える（全国青年会企画）」 

    2日目(8月 30日(金)) 

     ①パネルディスカッション 

「変わらないために変わり続ける～これからの法人経営を考える」 

      社会福祉法人奥州いさわ会 理事長 藤田 春芳 氏 

      全国社会福祉法人経営者協議会 副会長 谷村 誠 

      早稲田大学人間科学学術院 教授 松原 由美 氏（兼・コーディネータ） 

②記念講演「真に優れたローカルブランドをめざす」 

      株式会社崎陽軒 代表取締役社長 野並 晃 氏 

 (３) 北関東・信越ブロック協議会への参画 

北関東･信越ブロック協議会（茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野の6県で構成）は、
全国経営協と各県経営協との情報共有を主な目的として組織。 
平成30年度に、災害時におけるブロック内各県経営協の相互応援を円滑に進めるため、
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「北関東･信越ブロック協議会災害時相互応援協定（平成31年2月21日）」を締結。 
令和6年度は、全国経営協が助成する「災害福祉支援体制構築助成事業」を活用して、

災害時におけるブロック内事業所への支援や応援職員の受入方法等について更なる検討を

実施。 

（ア）北関東・信越ブロック会長会議（会長、副会長(協議員)、青年会長に出席要請） 
全国経営協常任協議員会の協議結果を受け、令和 6年度は参集及び WEB併用で 9回
開催。 

（イ）北関東・信越ブロック協議会セミナー 

第 8回ブロック会長会議(10/11)後に宇都宮市で開催され､会長他 3名出席。 
     講 演 １ 「社会福祉法人をめぐる情勢と今後の動向」 

全国社会福祉法人経営者協議会 会長 磯 彰格 氏 
講 演 ２ 「どうする社会福祉法人！～社会福祉連携推進法人制度の現在とこれから」 
    Ｐｗｃコンサルティング合同会社 東海林 崇 氏 

（ウ）災害担当企画委員会 

全国経営協から助成を受けた「災害福祉支援体制構築助成事業」を実施するため、ブ

ロック構成県の青年会員で構成する災害担当企画委員会を設置し、助成事業の企画運営

を行った。本県からは 2名の青年会員が委員として参加。 
    ① 委員会 

第 1回 令和 6年 9月 11日 (WEB会議) 
      第 2回 令和 6年 2月 28日 (WEB会議) 
    ② 研修会 

日 時：令和 6年 12月 12日 
方 法：リアルタイム型オンライン研修 (東京都)※委員のみ参集 

 (４) 新潟県社会福祉協議会への参画 

新潟県社会福祉協議会(福祉人材センター)主催の「就職支援セミナー」に講師として会
員法人 9 法人が事業協力。 
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令和６年度新潟県社会福祉法人経営者協議会決算書
（ 自 令和6年4月1日　　至 令和7年3月31日 ）

（単位：円）
本年度
予算額A

本年度
決算額B

増減
A-B

会費収入 8,410,000 8,170,000 240,000

　新潟県経営者協議会 8,410,000 8,170,000 240,000 ・@ 30千円×23法人(1減) 690,000円 （25法人)
　会費収入 ・@ 60千円×58法人(2減) 3,480,000円 （61法人)

0 ・@100千円×40法人 4,000,000円 （40法人)
※ 121法人(R7.3.1現在会員数)

寄付金収入 0 50,000 △50,000
  寄付金収入 0 50,000 △50,000 ・岩手県経営協 能登半島地震義援金 50,000円

事業収入 539,000 244,000 295,000

  参加費収入 539,000 244,000 295,000 ・経営者研修会 ＠7,000円×3名 21,000円 (49,000円)
・研修会（2回）　＠8,000円×1名 8,000円
・研修会（2回）　＠10,000円×6名 180,000円 (140,000円)
・研修会（2回）　＠20,000円×1名 20,000円
・前期セミナー　＠5,000円×1名 5,000円 (25,000円)
・後期セミナー　＠5,000円×2名 10,000円 (25,000円)

負担金収入 0 0 0

　負担金収入 0 0 0

受取利息配当金収入 1,000 3,139 △2,139

  受取利息配当金収入 1,000 3,139 △2,139 預金利息 3,139円 (1,000円)

その他の収入 762,000 312,410 449,590

  雑収入 762,000 312,410 449,590 ・経営協セミナー（2回）の全国経営協会場費負担分 200,000円 (200,000円)
・ブロック協議会からの役職員旅費負担分 94,390円 (430,000円)
・災害担当企画委員会委員旅費ブロック負担分 18,020円 (132,000円)

事業活動収入計(1) 9,712,000 8,779,549 932,451

事業費支出 3,211,000 1,865,594 1,345,406

  諸謝金支出 410,000 331,371 78,629 ・経営者研修会講師謝金 111,371円 (80,000円)
・研修会講師謝金 220,000円 (330,000円)
・視察研修謝金 0円

  旅費交通費支出 1,431,000 594,972 836,028 ・総会役員等旅費 55,742円 (70,000円)
・理事会4回 139,584円 (180,000円)
・正副会長会議 0円 (20,000円)
・監事会 1回 8,604円 (15,000円)
・情報共有･意見交換会 19,990円
・経営者研修会講師旅費 21,620円 (80,000円)
・研修会講師旅費 6,168円 (100,000円)
・研修会事務局旅費 93,174円 (100,000円)
・全国経営者大会 67,580円 (114,000円)
・ブロック会長会議 102,090円 (365,000円)
・ブロック拡大会長会議 61,300円 (60,000円)
・ブロック研修会 0円 (190,000円)
・ブロック災害企画担当委員会旅費 19,120円 (132,000円)
・ネット協総会・幹事会旅費 0円 (5,000円)

　研修費支出 140,000 100,000 40,000 100,000円 (140,000円)

  事務消耗品費支出 20,000 0 20,000 ・県経営協封筒代等 0円 (20,000円)

  印刷製本費支出 40,000 0 40,000 ・会議資料及び研修資料の印刷等 0円 (40,000円)

  通信運搬費支出 150,000 11,810 138,190 ・各種会議等の通知文書等送料 11,810円 (150,000円)

  会議費支出 65,000 85,428 △20,428 ・会議のお茶代等 85,428円 (65,000円)

  業務委託費支出 650,000 650,000 0 ・県社協への事務委託金 650,000円 (650,000円)

  手数料支出 22,000 20,020 1,980 ・旅費等の支払いに係る振込手数料 20,020円 (22,000円)

　保険料支出 3,000 0 3,000 ・職場体験保険料 0円 (3,000円)

  賃借料支出 220,000 61,750 158,250 ・総会・経営者研修会 23,670円 (60,000円)
・理事会 5回 0円 (25,000円)
・正副会長会議 0円 (5,000円)
・監事会 1回 0円 (5,000円)
・研修会（2回） 11,775円 (60,000円)
・経営協セミナー（2回） 26,305円 (65,000円)

  保守料支出 15,000 0 15,000 0円 (15,000円)

　車両費支出 15,000 1,927 13,073 1,927円

  雑支出 30,000 8,316 21,684 8,316円 (30,000円)

負担金支出 7,010,000 6,905,000 105,000 (0,000円)

  負担金支出 7,010,000 6,905,000 105,000 ・全国経営協への納付金 6,355,000円 (6,460,000円)
会費(8,170千円－(15千円/法人×121法人))
・青年会事業会計への負担金 450,000円 (450,000円)
・セーフティネット事務局経費 100,000円 (0,000円)

事業活動支出計(2) 10,221,000 8,770,594 1,450,406

△509,000 8,955 △517,955

0 0 0

△509,000 8,955 △517,955

2,658,955 2,658,955 0

2,149,955 2,667,910 △517,955

予備費支出(4)

当期資金収支差額合計
(5)=(3)-(4)

前期末支払資金残高(6)

当期末支払資金残高
(5)+(6)

勘定科目
備　考

　(    )内は当初予算

事
　
業
　
活
　
動
　
に
　
よ
　
る
　
収
　
支

収
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入

支
　
　
　
　
　
出

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
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令和６年度新潟県社会福祉法人経営者協議会決算書 (特別会計)
（ 自 令和6年4月1日　　至 令和7年3月31日 ）

（単位：円）
本年度
予算額A

本年度
決算額B

増減
A-B

会費収入 0 120,000 △120,000

　能登半島地震 0 120,000 △120,000 ・@10千円/一口×12口 (2法人(能登半島地震)) 120,000円

　特別会費収入

受取利息配当金収入 0 0 0

  受取利息配当金収入 0 0 0 0円

その他の収入 0 0 0

  雑収入 0 0 0 0円

事業活動収入計(1) 0 120,000 △120,000

事業費支出 0 0 0

  諸謝金支出 0 0 0 0円

  旅費交通費支出 0 0 0 0円

　研修費支出 0 0 0 0円

  事務消耗品費支出 0 0 0 0円

　消耗器具備品費支出 0 0 0 0円

  印刷製本費支出 0 0 0 0円

  通信運搬費支出 0 0 0 0円

  会議費支出 0 0 0 0円

  業務委託費支出 0 0 0 0円

  手数料支出 0 0 0 0円

　保険料支出 0 0 0 0円

  賃借料支出 0 0 0 0円

  保守料支出 0 0 0 0円

　車両費支出 0 0 0 0円

  雑支出 0 0 0 0千円

負担金支出 0 120,000 △120,000

  負担金支出 0 120,000 △120,000 ・全国経営協への納付金 120,000円
会費(10千円/一口×12口 (2法人))

事業活動支出計(2) 0 120,000 △120,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

予備費支出(4)

当期資金収支差額合計
(5)=(3)-(4)

前期末支払資金残高(6)

当期末支払資金残高
(5)+(6)

備　考
　(    )内は当初予算

勘定科目

事
　
業
　
活
　
動
　
に
　
よ
　
る
　
収
　
支

収
　
入

支
　
出

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
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新潟県社会福祉法人経営青年会 
令和 6年度 事業報告書 

 
新潟県社会福祉法人経営青年会（以下「青年会」という）は、新潟県社会福祉法人経営者協議

会（以下「県経営協」という）の専門部会として、にいがたセーフティネット事業や新潟県災害

福祉広域支援ネットワーク協議会の事業等に協力した。 
また、会員の資質向上と入会の促進を図るため、時宜にあった経営協主催研修会を開催した。 

 
１．会議等の開催 
（１）全体会 

議案は原案どおり承認され、県経営協総会にその旨報告された。 

期日・会場 議      事

令和6年6月3日 
新潟市 

新潟ユニゾンプラザ 

【議案】 
①令和 5年度 事業報告及び決算報告の件 
②令和 6年度 事業計画(案)及び予算(案)承認の件 
③役員・活動検討委員の選任の件 

【報告事項】 
・にいがたセーフティネット事業の実施状況報告及び次期事務局候補 

 
（２）役員会・活動検討会 

役員会及び活動検討会を開催し、各種研修会の開催企画等について検討を行った。 

期日・会場 議      事
第1回役員会 
活動検討会 

令和6年4月18日 
新潟ユニゾンプラザ 

①令和6年度 新潟県社会福祉法人経営青年会 事業計画･予算の件 
②次期役員・活動検討委員選任の件 
③北関東・信越ブロック協議会 災害担当企画委員の選任の件 

第2回役員会 
活動検討会 

令和6年5月20日 
新潟ユニゾンプラザ 

①役員・活動検討委員の選任の件 
②「北関東・信越ブロック協議会 災害担当企画委員」の選任の件 

第3回役員会 
活動検討会 

令和6年5月29日 
(書面決議) 

①役員等(活動検討委員候補者2 名追加)の選任の件 

第4回役員会 
活動検討会 

令和6年9月19日 
新潟ユニゾンプラザ 

①令和 6年度実施(予定)研修内容検討の件 

第5回役員会 
活動検討会 

令和6年11月20日 
新潟ユニゾンプラザ 

①令和 7年度実施(予定)研修内容検討の件 
②災害対応検討の件 

第6回役員会･ 
活動検討会 
令和7年1月9日 
長岡市社会福祉センター

トモシア 

①令和 7年度実施(予定)研修内容検討の件 

第7回役員会･ 
活動検討会 

令和7年2月25日 
新潟ユニゾンプラザ 

①令和 6年度 事業報告及び決算見込の件 
②令和 7年度 事業計画案及び予算(案)の件 
③役員・活動検討委員 選任の件 
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２．組織の強化 

県経営協の組織率向上が検討される中、昨年度に引き続き、青年会員の拡大について、県経
営協会員法人に対して文書で要請を行うとともに、県経営協及び青年会の各種研修会の機会を
捉えて、入会の勧誘を行った。 
令和 6年度末の会員数は 40名（対前年比 1名減）となっている。今後とも会員拡大に向け

た取り組みを継続していくこととしている。 
 
 
３．研修事業の実施 
（１）経営協主催研修会（１回開催） 

研修会の企画・運営については、青年会役員及び活動検討委員において担当した。 
期日・会場 参加者 内        容 

令和6年12月2日～
23日

 
オンデマンド配信 

39名 

【講義･演習】
「社会福祉法人会計実務研修」 
～次世代を担う経営者の育成～ 

   税理士法人さくら総合会計 
新潟事務所公益・社会福祉法人部職員 

 

令和7年1月9日 

長岡市社会福祉センタ
ートモシア 

26名 

【講義】
「メンタル不調を理由とする解雇、休職制度の設計・運用」

  新潟県労働委員会 使用者委員 徳武 裕一 氏 
(一般社団法人新潟県経営者協会 専務理事) 

 
【講義･演習】 
「管理職として取り組むべきラインケアの基礎知識と対策」

  新潟労働衛生コンサルタント事務所 
代表 鈴木 美和 氏 氏 

 
 
 
４．にいがたセーフティネット事業の推進 

にいがたセーフティネット事業は、複数法人間連携による公益的取組として、平成 29年
6月から長岡福祉協会に事務局を置いて事業を開始した。 
令和元年度からは、吉田福祉会に事務局を移し事業を実施している。令和 6年度総会以降

の事務局の公募について検討を進めている。 
 
 
５．新潟県災害福祉広域ネットワーク協議会への協力 

県経営協が構成団体として参画する協議会の代表幹事を青年会長が務め、協議会事業の
企画運営等に協力している。 
また、協議会が設置する災害福祉支援チームには、13 名の青年会員がチーム員として登録

し、研修会などのチーム員活動に積極的に参加･協力している。 
 
 
６．関係会議等への参加･協力 
（１）全国経営青年会 
 ① 協議員総会 (会長) 
    5月 29日 (東京都)  11月 28日(神戸市)  3月 7日(東京都) 
 ② 委員会 
   組織人材マネジメント委員会 (会長)、監事 (田宮委員) 
 ③ 第 26回社会福祉法人経営青年会 全国大会 (会長) 
    11月 28日～29日 (神戸市) 

（２）関東甲信越静ブロック 
 ① 関東甲信越静ブロック社会福祉法人経営青年会会長会議 (会長) 
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    2月 20日 (甲府市) 
 ② 令和 6年度 関東甲信越静ブロック社会福祉法人経営青年会総会・研修会  
    2月 20日～21日 (甲府市) 

（３）北関東信越ブロック 
 ① 北関東信越ブロック協議会 会長会議（会長） 
    4月 11日（WEB）  4月 19日（東京都）  7月 19日（東京都） 
    8月 16日（東京都） 10月 11日（宇都宮市） 11月 15日（東京都） 
    12月 20日（大宮市） 1月 17日（東京都） 2月 14日（東京都） 
 ② 北関東信越ブロック協議会ブロックセミナー（会長） 
    10月 11日（宇都宮市） 
 ③ 北関東・信越ブロック協議会災害担当企画委員会（塚越会員、佐藤委員） 
    9月 11日第 1回委員会（WEB併用）  2月 28日第 2回委員会（WEB併用） 
    12月 12日研修会 (WEB併用) 
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令和６年度　経営青年会決算書
（自 令和6年4月1日　至 令和7年3月31日）

                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

予算額 A 決算額 B
増減額
A-B

備考

会費収入 570,000 600,000 △ 30,000

　経営青年会
　会費収入

570,000 600,000 △ 30,000 @15,000円×40名 600,000円

事業収入 0 0 0

  参加費収入 0 0 0 ※会員外研修参加費は県経営協予算に計上

負担金収入 450,000 450,000 0

　負担金収入 450,000 450,000 0 県経営協負担金 450,000円

事業活動収入計(1) 1,020,000 1,050,000 △ 30,000

事業費支出 640,000 354,020 285,980

　諸謝金支出 0 0 0 ※ 研修会講師謝金 県経営協決算に計上

  旅費交通費支出 486,000 299,620 186,380 役員会等 149,660円

全国大会(広島市) 115,820円

関東ブロック総会・研修会(甲府市) 34,140円

北関東･信越ブロックセミナー(宇都宮市) 0円

事務局旅費 0円

※ 研修会講師旅費 県経営協決算に計上

  研修費支出 75,000 15,000 60,000 全国大会参加費 15,000円

  事務消耗品費支出 5,000 0 5,000 0円

　通信運搬費支出 5,000 0 5,000 0円

  会議費支出 41,000 31,480 9,520 お茶代 31,480円

  手数料支出 8,000 7,920 80 旅費等の振込手数料 7,920円

  賃借料支出 20,000 0 20,000 役員会等会場費 0円

※研修会会場費は県経営協予算に計上

  車両費支出 0 0 0

負担金支出 380,000 400,000 △ 20,000

  負担金支出 380,000 400,000 △ 20,000 全国経営青年会への負担金　@10,000円×40名 400,000円

事業活動支出計(2) 1,020,000 754,020 265,980

0 295,980 △ 295,980

0 0 0

0 0 0

施設整備等収入計(4) 0 0 0

0 0 0

0 0 0

施設整備等支出計(5) 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

その他の活動収入計(7) 0 0 0

0 0 0

0 0 0

その他の活動支出計(8) 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 295,980 △ 295,980

670,288 713,092 △ 42,804

670,288 1,009,072 △ 338,784

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

事業活動資金収支差額
(3)=(1)-(2)
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借
　
　
対
　
　
照
　
　
表
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年
３
月
3
1
日
現
在

新
潟
県
社
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福
祉
法
人
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営
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協
議
会
　
（
単
位
：
円
）

当
年
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末

前
年
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増
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当
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末

前
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末
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仮
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0
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0

0
0
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6
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協

次
年
度
繰
越
金
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5
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越
金

1
,0
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9
,0
7
2

7
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9
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2
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3
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7
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繰
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 金

純
資
産
の
部
合
計

資
産
の
部
合
計

負
債
･純
資
産
合
計

負
債
の
部
合
計

資
産

の
部

負
債

の
部

純
　
　
資
　
　
産
　
　
の
　
　
部

科
　
　
　
目

流
動
資
産

流
動
負
債

固
定
資
産

固
定
負
債科
　
　
　
目

- 13 -

資料１-４



新潟県社会福祉法人経営者協議会　（単位：円）

金 額

3,590,612

普通預金 第四北越銀行　県庁支店 3,590,612

86,370

0

3,676,982

0

3,676,982

0

0

0

仮 受 金 0

0

0

0

3,676,982差　　 引　　 純　　 資　　 産

未 収 金

預 り 金

１　流動負債

未 払 金

負　　 債　　 合　 　計

流 動 負 債 合 計

Ⅱ　負債の部

資　　 産　　 合　 　計

固 定 負 債 合 計

２　固定負債

財　　　　産　　　　目　　　　録

令和７年３月31日現在

資　産 ・ 負　債　の　内　訳

Ⅰ　資産の部

固 定 資 産 合 計

２　固定資産

１　流動資産

現金預金

流 動 資 産 合 計

仮 払 金
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令和 6年度 にいがたセーフティーネット事業 実施報告 
 
                         にいがたセーフティーネット事業事務局 

（吉田福祉会 特別養護老人ホーム太陽の園） 
 
1 事業実施状況 
  （１）財源について 
     ・拠出金： 2,220 千円（拠出 76法人（昨年比3法人減）、拠出率 63％） 
 
  （２）給付決定の状況 
     ・令和 6年 4月から３月まで、のべ 188 件の申請に対し、183件の給付決定 
     ・給付総額 1,830 千円 
                             （単位：件、千円） 
         
 
 
 
 
  （３）利用者の状況 
     ・男女比では男性 135人（72％）、女性 53人（28％）女性の申請が増えている。 
     ・年代では 20～90代、幅広くなっている 
     ・市町村別では、新潟市 42人が多く、柏崎市 26人次いで、上越市 22人、長岡市 18人 
     ・利用者の 74％が就労していない又は就労予定だった。 

病気や退職、夏冬の異常気象等の突発的支出により、生活費を確保できない方の申請が目立
った。 
県外から派遣紹介されてきたが転居費用等で手持ち金がなくなり、転入先の困窮窓口で相
談、申請となる事例が多数あった。 

 
２ 令和 6年度予算執行状況 
  （１）収入 
     ・年度末会員 121法人中、拠出した法人は 76法人であり昨年より 3法人減少した。 
     ・拠出金収入は 2,220 千円の拠出があり、昨年より 120千円減少した。 
     ・新潟県経営協より事務局経費分として 100 千円の負担金を受領した。 
  
  （２）支出 

・申請件数は前年度より 4件増の 188 件、支出額 10千円増の 1,830 千円となった 
・事務費は主にインターネットバンキングの手数料と郵送費、事務局経費として 400 千円を
支出している。 

 決定件数 給付総額 備 考 
職場体験 0 0  
生活資金 183 1,830 保留 5件 
計 183 1,830  
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勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

事 収 事業運営収入
2,650,000 2,320,000 330,000

業 入   拠出金収入

2,550,000 2,220,000 330,000

拠出 100,000円× 1法人
　　　60,000円× 1法人
　　　50,000円× 3法人
　　  30,000円×58法人
　 　 20,000円× 4法人
　　  10,000円× 9法人

活   負担金収入
100,000 100,000 新潟県経営協　100,000円

動 その他の収入
1,259 △1,259

に   雑収入
1,259 △1,259 預金利息　1,259円

よ 事業活動収入計(1)
2,650,000 2,321,259 328,741

る 支 事業費支出
2,270,000 1,850,000 420,000

収 出   給付事業支出
2,200,000 1,850,000 350,000

支     職場体験事業
160,000 160,000

    就職支度金給付事業

    緊急生活資金給付事業

    生活資金給付事業
2,040,000 1,850,000 190,000

  関係機関訪問旅費支出
10,000 10,000

  会員法人担当者会議費支出
5,000 5,000

  各種会議出席旅費支出
5,000 5,000

  リーフレット増刷費支出
50,000 50,000

事務費支出
620,000 521,717 98,283

  事務消耗品費支出
5,000 5,000

  通信運搬費支出
40,000 19,857 20,143 郵送料　19,857円

  手数料支出

545,000 501,860 43,140

事務局経費　 400,000円
NB使用料　3,300円×12月
　   　　　　 39,600円
振込手数料等　62,260円

  雑支出
30,000 30,000

事業活動支出計(2)
2,890,000 2,371,717 518,283

△240,000 △50,458 △189,542

△240,000 △50,458 △189,542

2,316,000 2,346,131 △30,131

2,076,000 2,295,673 △219,673
当期末支払資金残高(11)+(12)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前期末支払資金残高(12)

令和６年度にいがたセーフティーネット事業決算書

法人名 社会福祉法人 吉田福祉会

施設名

サ-ビス区分 にいがたセーフティネット事業

（自令和 6年 4月 1日 至令和 7年 3月31日） （単位：円）

1頁
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第１号議案 
 

役員選任の件 
 

 

 任期満了に伴い、本会「会則(第 10 条役員の選任)」ならびに「役員選任規程(第 2 

章「理事の選任」)」に基づき理事会にて決定した者を役員とすることについて、ご承

認いただきたい。 

 

 

１．新役員   ※役員選任名簿を参照 
(1) 理事 13名 
(2) 監事  ２名 
 

２．就任日・任期 
・令和７年総会終結から令和９年総会終結までの間。 
 

【役員選任名簿】 
№ 役名 氏  名 地域 法人名・役職
1 理事 平澤 正人 新潟市 社会福祉法人ゆずり葉会 理事長 

2 理事 熊倉 淳一 新潟市 社会福祉法人新潟市有明福祉事業協会 会長 

3 理事 佐藤 義尚 中越 社会福祉法人芳香稚草園 理事長 

4 理事 田宮 崇 中越 社会福祉法人長岡福祉協会 理事長 

5 理事 角屋 禮士 中越 社会福祉法人魚沼更生福祉会 理事長 

6 理事 星 勉 中越 社会福祉法人魚沼地域福祉会 理事長 

7 理事 西川 伸作 中越 社会福祉法人柏崎刈羽福祉事業協会 理事･事務局長

8 理事 村田 健 中越 社会福祉法人どれみ福祉会 理事･川通どれみこども
園長

9 理事 川室 優 上越 社会福祉法人上越老人福祉協会 理事長 
社会福祉法人上越つくしの里医療福祉協会 理事長

10 理事 星井 勝博 下越･佐渡 社会福祉法人吉田福祉会 常務理事 

11 理事 笹川 康夫 下越･佐渡 社会福祉法人二王子会 理事長 

12 理事 佐々木 勝則 下越･佐渡 社会福祉法人桜井の里 理事長 

13 理事 (青年会長) 倉重 圭介 中越 社会福祉法人芳香稚草園 理事 

14 監事 廣井 晃 中越 社会福祉法人中越福祉会 理事長 

15 監事 丸田 秋男 下越･佐渡 社会福祉法人太陽福祉会 理事長 
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【参 考】 ※新潟県社会福祉法人経営者協議会 会則より一部抜粋 
 会 則 

   (役員の定数) 

第 9 条 本会に次の役員を置く。 

 (1) 会長  1 名 

 (2) 副会長 2 名以上 4名以内 

 (3) 理事  若干名 

 (4) 監事  2 名 

 

   (役員の選任) 

第 10 条 理事は、地域別に定数を定め、総会において会員の代表者の中から選

任する。 

2 理事の地域別・業種別定数や選任方法等は別に定める。 

3 会長、副会長は、理事会において理事の中から互選する。 

4 理事のうち一名は、新潟県社会福祉法人経営青年会長とする。 

5 監事は、総会において選任する。 

6 監事は理事と噛めることはできない。 

 

   (役員の任期) 

第 12 条 本会の役員任期は、総会から 2 年後の総会までの期間とし、再任を妨

げない。 

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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第３号議案 
 

令和 7年度事業計画及び予算承認の件 
 

 

 令和７年度事業計画及び予算について、ご承認をいただきたい。 
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令和 7年度 

新潟県社会福祉法人経営者協議会 

事業計画書(案) 

 

１．基本方針 

  社会福祉を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化の進展などによる社会構造の変化

や地域社会の変容等により大きく変換するとともに、新型コロナウイルスや度重なる大

規模災害の発生により、感染症や災害への対応力の強化が求められている。 

  また、処遇改善を図るための公的価格の見直し、2040 年問題に向けた人材確保や事業

のあり方など、社会福祉を取り巻く課題は山積している一方、社会福祉法人は自律的な経

営を確立しながら、これまで以上に地域における様々な生活・福祉課題に積極的に対応す

ることで、地域社会からの信頼と支持を得ていくと共に、時代に即した公益性の高い法人

経営を実現することが求められている。 

  そこで本会では、全国社会福祉経営者協議会をはじめとする関係団体等との連携のも

と、社会福祉法人の経営の安定化・効率化等推進すると共に、高い公益性と使命を生かし、

社会の信託に応えうる法人育成に寄与することを目的に以下の事業を展開する。 

 

２．会議等の開催 

（１）総 会 年 1回 
（２）理 事 会 年 4回程度 
（３）正副会長会議 必要の都度 

（４）委  員  会  年 2回程度 
（５）監 事 会 年 1回 

 

３．事業の実施 

（１）組織の強化 

ア 会員相互の連絡を調整し、組織の充実・強化に努める。 

イ 県経営青年会の活動を支援し、次代を担う中堅経営者の育成を図る。 

（２）広報活動 

本会の活動内容を伝えるため、新潟県社会福祉法人経営者協議会WEBサイト(以
下、「県経営協WEB」) を活用し、情報発信を行うとともに、全国経営協の広報戦
略（主に社会福祉法人のイメージアップ）を参考に、各種広報ツールの活用について

も検討する。 

（３）調査研究活動 

新たな事業展開に向け、当面する課題に関する調査研究の実施に努める。 

（４）研修事業 

   ① 経営者研修会 

     総会終了後に開催する。 

② 経営協研修会 

会員に関心のあるテーマを中心に企画し、開催地域を変えて年 2回開催する。 

③ 経営協セミナー 

全国経営協の実施状況に沿って、原則として前期、後期の年 2回開催する。 
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④ 視察研修 

県内外の先進的取り組みを行う法人から実践事例を学ぶ。 

（５）地域における公益的な取組の推進 

にいがたセーフティネット事業に参加する会員法人の拡大を図り、複数法人間連

携による公益的取組として、引き続き事業を実施するとともに、事業実施事務局を

公募する。 

 （６）経営支援等への取組み 

    経営改善プログラム等全国経営協の支援ツールの活用普及 

    本会会員法人・施設等に対して、全国社会福祉法人経営者協議会が実施する「経

営改善プログラム(経営改善支援事業)」をはじめ種々支援ツールの活用普及に取り

組む。 

 （７）災害福祉支援体制の構築に向けた取組み 

① 災害時の支援体制の検討 

災害福祉支援委員会を設置し、災害時における支援体制等を検討する。 

② 全国経営協北関東・信越ブロック協議会災害支援協定に基づく研修への参加 

北関東・信越ブロック内で締結している災害時の各県経営協相互支援体制につ

いて、充実、強化していくための研修実施等に参加・協力する。 

③ 新潟県災害福祉広域支援ネットワーク協議会への参画 

県内の福祉関係団体等で構成される協議会に参画し、新潟県ＤＷＡＴの研修登

録および訓練実施等に協力する。 

 ※ＤＷＡＴ…Disaster Welfare Assistance Team（災害派遣福祉チーム） 

 

４．関係機関等との連携･協力 

 (１) 全国経営協等との連携強化 

全国経営協の協議員、北関東・信越ブロック協議会等のメンバーとして各種会議、

会合等に参加し、連携･協力体制の強化に努める。 

 (２) 新潟県社会福祉協議会との事業協力 

新潟県社会福祉協議会(福祉人材センター)主催のセミナーに講師として事業協力

する。  
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令和７年度新潟県社会福祉法人経営者協議会予算書(案)
（ 自 令和7年4月1日　　至 令和8年3月31日 ）

（単位：千円）
本年度
予算額A

前年度
予算額B

増減
A-B

会費収入 8,170 8,410 △240

　新潟県経営者協議会 8,170 8,410 △240 ・@ 30千円×23法人 690千円 （23法人)
　会費収入 ・@ 60千円×58法人 3,480千円 （58法人)

・@100千円×40法人 4,000千円 （40法人)
※ 121法人

事業収入 680 539 141

  参加費収入 680 539 141 ・経営者研修会 ＠5千円×5名 25千円 （21,000円/15,000円)
・研修会（1）　＠8千円×20名 160千円 (8,000円/48,000円)
・研修会（2）　＠19千円×25名 475千円 （200,000円/300,000円)
・前期セミナー　＠5千円×2名 10千円 （5,000円/15,000円)
・後期セミナー　＠5千円×2名 10千円 （10,000円/25,000円)
・視察　　　　＠15千円×10名 150千円 (0円/5,000円)

負担金収入 0 0 0

受取利息配当金収入 1 1 0

  受取利息配当金収入 1 1 0 預金利息 1千円

その他の収入 680 762 △82

  雑収入 680 762 △82 ・経営協セミナー（2回）の全国経営協会場費負担分 200千円 （200,000円/203,950円)
・ブロック協議会からの役職員旅費負担分 420千円 （94,390円/138,120円)
・災害担当企画委員会委員旅費ブロック負担分 60千円 （18,020円/0円)

事業活動収入計(1) 9,531 9,712 △181

事業費支出 3,343 3,211 132

　諸謝金支出 580 410 170 ・経営者研修会講師謝金 80千円 （40,000円/40,000円)
・研修会講師謝金 450千円 （446,000円/446,000円)
・視察研修謝金 50千円 （70,000円/70,000円)

　旅費交通費支出 1,467 1,431 36 ・総会役員等旅費 70千円   （63,622円/56,014円)
・理事会 5回 180千円   (147,464円/1回93,996円)
・正副会長会議 20千円  (0円/0円)
・理事選考委員会 1千円  (0円/88円)
・監事会 1回 15千円  （8,604円/8,748円)
・委員会 50千円
・経営者研修会講師旅費 80千円 (6,168円/53,640円)
・研修会講師旅費 100千円   (93,174円/89,290円)
・事務局旅費 100千円  （67,580円/58,370円)
・全国経営者大会 136千円   （67,580円/226,594円)
・ブロック会長会議 430千円  （102,090円/151,820円)
・ブロック拡大会長会議 60千円  (61,300円/58,040円)
・ブロック研修会(10人分) 160千円  (0円/24,700円)
・ブロック災害企画担当委員会旅費 60千円  (19,120円/0円)
・ネット協協議会旅費 5千円  （0円/0円)

　研修費支出 140 140 0 ・全国経営者大会､北関ブロセミナー参加費 140千円  （100,000円/60,000円)

　事務消耗品費支出 20 20 0 ・県経営協封筒代等 20千円 （0円/0円)

　印刷製本費支出 30 40 △10 ・会議資料及び研修資料の印刷等 40千円 （0円/0円)

  通信運搬費支出 80 150 △70 ・各種会議等の通知文書等送料 80千円 （11,810円/19,100円)

  会議費支出 85 65 20 ・会議のお茶代等 85千円 （84,456円/112,964円)

  業務委託費支出 650 650 0 ・県社協への事務委託金 650千円 （650,000円/650,000円)

  手数料支出 22 22 0 ・旅費等の支払いに係る振込手数料 22千円 (20,350円/20,240円)

　保険料支出 3 3 0 ・職場体験保険料 3千円 (0円/0円)

  賃借料支出 206 220 △14 ・総会・経営者研修会 60千円 (23,670円/56,100円)
・理事会 5回 25千円 （0円/3,200円)
・正副会長会議 5千円 (0円/0円)
・理事選考委員会 1千円 (0円/0円)
・監事会 1回 5千円 (0円/0円)
・研修会（2回） 55千円 (11,775円/22,575円)
・経営協セミナー（2回） 55千円 (26,305円/33,485円)

  保守料支出 15 15 0 ・コピー機使用料 15千円 (0円/0円)

　車両費支出 15 15 0 ・車両燃料代 15千円 (0円/5,858円)

  雑支出 30 30 0 ・慶弔費 30千円 (8,316円/4,104円)

負担金支出 6,855 7,010 △155

  負担金支出 6,855 7,010 △155 ・全国経営協への納付金 6,355千円 （6,460,000円)
（8,170千円－(15千円/法人×121法人)）
・青年会事業会計への負担金 400千円 （450,000円/300,000円)
・セーフティネット事務局経費 100千円 (100,000円/0円)

助成金支出 100 0 100
  助成金支出 100 0 100 ・視察参加者への補助 @10千円×10名 100千円

事業活動支出計(2) 10,298 10,221 77

△767 △509 △258

0 0

△767 △509 △258

2,667 2,658 9

勘定科目
備　考

　(    )内は令和6年度決算額/令和5年度決算額等
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事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予備費支出(4)

当期資金収支差額合計
(5)=(3)-(4)

前期末支払資金残高(6)

8,170千円
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資料３-２



（単位：千円）
本年度
予算額A

前年度
予算額B

増減
A-B

勘定科目
備　考

　(    )内は令和6年度決算額/令和5年度決算額等

1,900 2,149 △249
当期末支払資金残高

(5)+(6)

- 29 -



 

新潟県社会福祉法人経営青年会 

令和 7 年度 事業計画書（案） 
 

１．基本方針 

各種研修会等の開催により会員の資質向上を図るほか、会員の入会促進による青年会

組織の強化と他県青年会との積極的な交流を進めることによって青年会活動の活性化を

図る。また、新潟県社会福祉法人経営者協議会（以下「県経営協」という）の専門部会と

して、県経営協の実施事業の推進に協力し、県内社会福祉法人の充実と発展に寄与する。 

 

２．実施事業と活動 

(1) 会議等の開催 

①全 体 会  年１回 

②役 員 会  年５回程度 

③活動検討会  年５回程度 

(2) 研修事業の企画・運営 

研修会の企画・運営は青年会が担当し、より多くの社会福祉法人関係者が参加でき

る研修会として、開催場所や開催方法等を検討する。 

〇経営協研修会（２回） 

 ・第 1 回：令和 7 年 9 月 26 日(金) or 10 月 16 日(木) 新潟ユニゾンプラザ 

 ・第 2 回：令和 7 年 12 月 12 日(金) 長岡市社会福祉センタートモシア 

〇視察研修（1回） 

 ・令和 7 年 6 月 12 日～13 日 

  テーマ：「多角化・多機能化の実践を視察｣ 

  視察先：(京都府)社会福祉法人南山城学園(理事長磯格彰氏) 

      (兵庫県)社会福祉法人福住山ゆりの里福祉会(理事長氏) 

(3) 青年会組織の強化と活性化の促進 

①青年会組織の強化 

これまでの県経営協を通じた入会勧誘活動の一層の強化を図るほか、青年会の活動

に対する理解を促進することによって会員の拡大に努め、青年会組織の強化を図る。 

②青年会活動の活性化 

他県青年会との交流や情報交換を積極的に進めることによって、新たな事業展開に

向けた取組みを促進するなど、青年会活動の活性化を図る。 

(4) 県経営協事業への協力 

県経営協の専門部会として、県経営協の実施事業の推進に必要な情報収集活動や調

査活動に積極的に協力する。 

 (5) 全国社会福祉法人経営青年会関係会議等への参加・協力 

全国経営青年会やブロック経営青年会の各種活動に積極的に参加・協力することに

よって全国の青年会との交流を進め、本県青年会の活動の活性化を図る。 
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資料３-３



令和７年度　経営青年会予算書(案)
（自 令和7年4月1日　至 令和8年3月31日）

                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

令和7年度
予算額 A

令和6年度
予算額 B

増減額
A-B

備考

会費収入 600 570 30

　経営青年会 600 570 30 @15千円×40名 630千円

　会費収入 ※ 前年度40名から2名達年退会、2名新規入会

事業収入 0 0 0

  参加費収入 0 0 0 ※ 会員外研修参加費は県経営協予算に計上 0千円

負担金収入 400 450 △ 50

　負担金収入 400 450 △ 50 県経営協負担金 400千円

事業活動収入計(1) 1,000 1,020 △ 20

事業費支出 600 640 △ 40

　諸謝金支出 0 0 0 ※ 研修会講師諸謝金 県経営協予算に計上 0千円

  旅費交通費支出 424 486 △ 62 役員会等 140千円

全国大会(東京都) 74千円

関東ブロック総会･研修会(群馬県) 108千円

北関ブロック研修(群馬県) 64千円

事務局旅費 38千円

※ 研修会講師旅費交通費 県経営協予算に計上

  研修費支出 78 75 3 全国大会参加費 60千円

ブロック総会参加費 18千円

  事務消耗品費支出 5 5 0 5千円

　通信運搬費支出 5 5 0 5千円

  会議費支出 60 41 19 お茶代､交流会費 60千円

  手数料支出 8 8 0 旅費等の振込手数料 15千円

  賃借料支出 20 20 0 全体・役員会等会場費 20千円

※ 研修会会場費 県経営協予算に計上

  車両費支出 0 0 0

負担金支出 400 380 20

  負担金支出 400 380 20 全国経営青年会への負担金　@10,000円×40名

事業活動支出計(2) 1,000 1,020 △ 20

0 0 0

0 0 0

0 0 0

施設整備等収入計(4) 0 0 0

0 0 0

0 0 0

施設整備等支出計(5) 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

その他の活動収入計(7) 0 0 0

0 0 0

0 0 0

その他の活動支出計(8) 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1,009 713 296

1,009 713 296当期末支払資金残高(11)+(12)

事業活動資金収支差
額(3)=(1)-(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
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勘定科目

前期末支払資金残高(12)
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資料３-４
(案)



大科目 中科目 小科目 本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額 摘要

事業運営収入
2,650 2,650

拠出金収入
2,550 2,550

30,000円*85法人

負担金収入
100 100

新潟県経営協　100,000円

その他の収入

雑収入

2,650 2,650
事業費支出

2,080 2,270 △190
給付事業支出

2,020 2,200 △180
職場体験事業

100 160 △60
20,000円*5件

就職支度金給付事業

緊急生活資金給付事業

生活資金給付事業
1,920 2,040 △120

10,000円*16件*12ヶ月

関係機関訪問旅費支出
10 10

会員法人担当者会議費支出

5 5
各種会議出席旅費支出

5 5
リーフレット増刷費支出

40 50 △10
事務費支出

570 620 △50
事務消耗品費支出

5 5
通信運搬費支出

40 40
手数料支出

520 545 △25
120,000円ネットバンク使用料・振込手数料

400,000円事務局経費

雑支出
5 30 △25

2,650 2,890 △240

0 △240 240

0 △240 240

2,295 2,316 △21

2,295 2,076 219
当期末支払資金残高(11)+(12)

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前期末支払資金残高(12)

令和 ７年度にいがたセーフティーネット事業予算（案）

法人名 社会福祉法人 吉田福祉会

施設名

サ-ビス区分 にいがたセーフティネット事業

（単位：千円）

1頁
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資料３-５



 
第３号議案 
 
にいがたセーフティネット事業の次期事務局候補承認の件 
 

 

 にいがたセーフティネット事業の次期事務局とすることについて、ご承認いただき

たい。 

 

 

１．公募の状況 
(1) 募集期間 令和 7年 3月 26日～４月 18日 
(2) 応募法人 社会福祉法人柏崎刈羽福祉事業協会 (柏崎市) 

２．次期事務局候補先 
(1) 法 人 名 社会福祉法人柏崎刈羽福祉事業協会 (柏崎市)  
(2) 期  間 令和 7年総会終結から令和 9年総会終結まで 
 

 

 

 

 

 

【参 考】 ※「にいがたセーフティネット事業」事務局募集要項より一部抜粋 
応募資格：次の要件を満たす県経営協会員とします。 

  ① 県経営協の会員であること 

  ② 役割分担、決裁・牽制のため複数名で運営できること 

  ③ 連絡のための電話、FAX、メール環境を用意できること（既存環境で可） 

  ④ 迅速な振込を行うためインターネットバンキング環境を使用できること（今

後開設予定でも可） 

  ⑤ 県経営協事務局に定期的に運営報告をすること 
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第４号議案 
 

災害福祉支援委員会設置承認の件 
 

 

 令和 6 年 1 月発災の能登半島地震の派遣実績及び全国経営協北関東・信越ブロック

協議会災害時相互応援協定を踏まえ、本会としての対応を検討するための災害福祉支

援委員会の設置について、ご承認をいただきたい。 

 

 
 

 

【参 考】 ※新潟県社会福祉法人経営者協議会 会則より一部抜粋 
 会 則 

   (対象とする災害) 

第２条 本協定の対象とする災害は、災害対策基本法第２条第１項に規定する災

害のうち、災害救助法が適用される大規模災害とする。 

２ 前項に規定する災害のほか、社会福祉法人（施設）の運営や所在する地域に

甚大な支障が生じる災害で、被災地経営協から応援依頼がある災害とする。 

 

(主幹経営協の設置と役割) 

第３条 本協定の円滑な運営を図るために主幹経営協を置き、関東甲信越静ブロ

ック都県指定都市社会福祉協議会（以下「都県市社協」という。）の対応状況

も参考にしながら、災害支援活動に対応する。 

２ 主幹経営協は、北関東・信越ブロック協議会長が所属する県社会福祉法人（施

設）経営者協議会があたる。ただし、主幹経営協が被災によりその債務を遂行

できない場合は、北関東・信越ブロック協議会副会長が所属する県社会福祉法

人（施設）経営者協議会が代行する。 

３ 主幹経営協の役割は、次のとおりとする。 

 (1) 被災地状況の把握及び各県経営協への情報提供並びに、第６条に定める応

援内容に関する連絡調整 

 (2) 被災地経営協を除く、各県経営協に対する災害救援活動に必要な人員等

（以下「応援職員等」という。）の派遣依頼 

 (3) 応援職員等が行う災害救援活動に関する情報提供 

 (4) 全国社会福祉法人経営者協議会（以下「全国経営協」という。）及び都県

市社協との連絡調整 

(5) その他、役割のために必要な事項 
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新潟県社会福祉法人経営者協議会 災害福祉支援委員会設置要綱(案) 

 

（設置） 

第１条 新潟県経営協の災害時における支援体制等を検討するため、新潟県社会福祉法人経

営者協議会会則（ 以下「 会則」という。）第16条に基づき、新潟県社会福祉法人経営者

協議会の委員会として「災害福祉支援委員会（仮称）」（以下「委員会」という。）を設

置する。 

 

（委員） 

第２条 委員は、本会理事及び会員法人に属する役職員のうちから会長が委嘱する。 

２ 委員会の委員は、10名以内とする。 

 

（委員長） 

第３条 委員長は、委員の互選により選任する。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、本会役員に準じる。 

 

（会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴

くことができる。 

 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、本会事務局が行う。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定め

る。 

 

附則 

この要綱は、令和７年６月 日から施行し、令和７年６月 日から適用する。 
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新潟県社会福祉法人経営者協議会 災害福祉支援委員会 委員名簿(案) 

 

任期 自：令和７年 月 日 

至：令和９年度定時総会終結時 

 

 

新潟県社会福祉法人経営者協議会 

 氏 名 所属 役職 

会 長 平澤 正人 
(保育) 

社会福祉法人 ゆずり葉会 
理事長 

事務局 

中原 敦子 

社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会 

勢能 渉 

 

氏 名 所  属 役 職 地区

星井 勝博 
(高齢､障害､児童･保育､他) 

社会福祉法人 吉田福祉会 
常務理事 下越

西川 伸作 
(高齢､他) 

社会福祉法人 柏崎刈羽福祉事業協会 

理事・ 

事務局長 
中越

小林 悠介 
(障害) 

社会福祉法人 上越つくしの里医療福祉協会
主任 上越

倉重 圭介 

(保育) 

社会福祉法人 芳香稚草園 

(新潟県経営青年会会長) 

理事 中越

塚越 強 

(高齢､障害､児童･保育､他) 

社会福祉法人 長岡福祉協会 

(北関東信越ブロック協議会災害担当企画委員) 

課長 中越

佐藤 恭成 

(高齢･障害) 

社会福祉法人 阿賀北福祉会 

(北関東信越ブロック協議会災害担当企画委員) 

課長補佐 下越
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新潟県社会福祉法人経営青年会規程 

 

 

（設 置） 

第１条 この会は、新潟県社会福祉法人経営者協議会（以下「県経営協」という。）会則第 16 条第２項

に基づいて設置する。 

（名 称） 

第２条 この会は、新潟県社会福祉法人経営青年会（以下、「本会」という。）と称する。 

（目 的） 

第３条 本会は、新潟県下の社会福祉法人に従事する青年経営者・管理者等の資質向上を図り、社会福

祉法人の経営の充実・発展に寄与することを目的とする。 

（事 業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。 

（１）会員の資質向上のための事業 

（２）社会福祉法人における経営、財務、労務等諸問題に関する研究 

（３）会員相互の情報交換、研鑽及び交流 

（４）全国社会福祉法人経営青年会活動への協力 

（５）県経営協事業への協力 

（６）その他本会目的達成のための事業 

（会 員） 

第５条 本会の会員は、満５０歳未満の社会福祉法人に従事する青年経営者・管理者等とする。 

２ 会員は、本会への入会を所属法人の理事長が推薦した者とする。 

３ 会員は５０歳に達した年度末をもって、その資格を失う。 

（入 会） 

第６条 本会への入会は、所属法人の理事長の推薦を得た者について、会長が承認するものとする。 

（退 会） 

第７条 会員が本会を退会しようとするときは、その理由を明らかにして、会長に文書をもってその旨

を届けなければならない。 

（全体会） 

第８条 全体会は、本会の議決機関であり、次の事項を議決する。 

  （１）事業計画及び予算に関する事項 

  （２）事業報告及び決算に関する事項 

  （３）規程の制定及び改廃に関する事項 

（４）役員・活動検討委員の選任に関する事項 

（５）その他、会長が付議した事項 

２ 全体会は、毎年 1回以上、会長が招集する。 

３ 全体会の議長は、会長が務める。 
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４ 全体会は、会員の過半数の出席がなければその議事を開き議決することができない。 

５ 全体会の議事は、出席者の過半数で決する。 

６ 全体会の決定事項は、県経営協総会に報告するものとする。 

（役 員 等） 

第９条 本会に次の役員を置く。 

会長    １名 

副会長   １名  

幹事    若干名 

２ 会長は、本会の設立趣旨に基づき、会全般を掌握する。 

３ 会長は、全国社会福祉法人経営青年会の県選出委員とする。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

５ 幹事は、本会の企画、立案、運営にあたる。 

６ 役員の活動を支援するため、活動検討委員を若干名置くことができる。 

７ 役員は定期的に役員会を開催することとし、活動検討委員も役員会に出席して意見を述べることが

できる。 

８ 活動検討委員は、会長の指示を受け、単独で活動検討会議を開催することができる。 

９ 役員は、役員会において候補者案を作成し、全体会において承認する。 

（任 期） 

第 10 条 役員及び活動検討委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 補欠により選任された役員及び活動検討委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員及び活動検討委員の任期は、県経営協役員の任期と同一とする。 

（経 費） 

第 11 条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。 

２ 会費は、会員一人あたり年額 15,000 円とする。年度途中の入会についても同額とする。 

（会 計） 

第 12 条 本会の会計区分は、県経営協の特別会計とする。 

（委 任） 

第 13 条 この規程に定めるものの他、本会の運営につき必要な事項は会長が別に定める。 

 

（附 則） 

１ 設立時に就任する役員の任期は、第 8 条の規定にかかわらず、新潟県社会福祉法人経営者協議会の

役員の任期と同じとする。 

２ この規程は、平成 15年 12 月 10 日から施行する。 

３ この規程の一部改正は、平成 25 年６月 21 日から施行する。 

４ この規程の一部改正は、平成 29 年６月 28 日から施行する。 

   （名称の変更及び活動検討委員の明記他） 

５ この規程の一部改正は、令和２年６月 29 日から試行する。 
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